
農業用機械・施設等の復旧に利用可能な制度資金

農林漁業施設資金農業経営基盤強化資金（スーパーL）農業近代化資金資金名

施設等復旧資金施設等復旧資金施設等復旧資金資金使途

農林漁業者認定農業者その他農業者認定農業者対 象 者

農林漁業セーフティネット資金と併せて130億円融 資 枠

負担額の80％以内又は１施設あたり
一般300万円（特認600万円）の

いずれか低い額

個人3億円
法人10億円

個人1,800万円（特認2億円）
法人2億円

貸付限度額

1.15～2.0％
（R7.8.19時点）

1.15～2.0％
（R7.8.19時点）

2.00%
（R7.8.19時点）

1.15～1.85％
（R7.8.19時点）

基準金利

1.15～2.0％
（最大2％）

1.15～2.0％
（最大2％）

2.00%
（最大2％）

1.15～1.85％
（最大2％）

利子補給率

実質無利子（ただし、国の金融支援は2％を上限）末端金利

全額国負担負担割合

15年（３年）25年（10年）15年（3年）15年（7年）償還期間（据置）

５年利子補給期間

日本政策金融公庫農協、銀行、信用金庫等の融資機関融資機関

担保・保証人の要否は公庫の取扱規程による
信用基金協会の債務保証を利用して
無担保・無保証人での借入れが可能
保証料は当初５年間免除

保証等

※激甚災害（本激）指定後に国より措置される見込み

令和7年9月16日時点

2ka-shibao
長方形

2ka-shibao
長方形



被災後の運転資金に利用可能な制度資金

令和７年８月大雨被害対策資金農林漁業セーフティネット資金資金名

運転資金運転資金資金使途

被災農林漁業者被災農林漁業者対 象 者

５億円
（農業：３億、林業：１億、漁業：１億）

他の施設等復旧資金と併せて130億円融 資 枠

1,000万600万又は年間経営費等の6／12以内貸付限度額

3.25％（R7.8.19時点）
※農業近代化資金の基準金利

1.15～1.85％（R7.8.19時点）基準金利

3.25％（最大4％）1.15～1.85％（最大2％）利子補給率

実質無利子実質無利子（ただし、国の金融支援は2％を上限）末端金利

県：市町村：融資機関＝５：２：３
※県の利子補給は２％を上限

全額国負担負担割合

10年（３年） ※償還は年１回、償還日1月20日15年（３年）償還期間（据置）

５年５年利子補給期間

農協、銀行、信用金庫等の融資機関
※農協以外の融資機関は申請が必要

日本政策金融公庫融資機関

融資機関、保証機関等に相談公庫の取扱規程による保証等

①市町村の罹災証明
②収入保険等への加入（又は加入誓約）

①市町村の罹災証明貸付条件

※農林漁業セーフティネット資金 ： 激甚災害（本激）指定後に国より措置される見込み
※令和７年８月大雨被害対策資金 ： ９月議会で承認された場合に創設

令和7年9月16日時点
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運転資金や施設復旧資金を借りたい

農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業
農業信用保証保険基盤強化事業

１ 事業内容（激甚災害に指定された場合に、本事業の対象災害として指定される見込み）
・被災農業者の事業維持・継続のため、金融機関を通じて資金を借入れした場合に金利負担を軽減する。
・被災農業者の事業維持・継続のため、金融機関を通じて資金を借入れした場合の保証料負担を軽減する。

２ 支援内容
金利負担：農業近代化資金、農林漁業セーフティネット資金、農業経営基盤強化資金（スーパーL資金）等

の借入金について当初５年間実質無利子化（ただし、２％を上限）
保 証 料：農業近代化資金等の借入れ時の債務保証に係る保証料について当初５年間免除

３ 支援対象者
以下の（１）及び（２）の要件を満たす者

（１）被災農業者であること（罹災証明書等の市町村長による被災の証明を受けていること）
（２）実質無利子化及び保証料免除については、激甚災害であること

    

４ 問合せ先
農業近代化資金について：

最寄りのJAバンク等
農林漁業セーフティネット資金及び農業経営基盤強化資金について：

日本政策金融公庫相談窓口 ０９６－３５３－３１０４

国事業

８
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運転資金や施設復旧資金を借りたい

林業施設整備等利子助成事業
林業・木材産業災害復旧対策保証

１ 事業内容
・被災林業者の事業維持・継続のため、金融機関を通じて資金を借入れした場合に金利負担を軽減する。 
・被災林業者の事業維持・継続のため、金融機関を通じて資金を借入れした場合の保証料負担を軽減する（激甚災害

に指定された場合に、本事業の対象災害として指定される見込み）。

２ 支援内容
金利負担：日本政策金融公庫の農林漁業セーフティネット資金、農林漁業施設資金等の借入金について

当初１０年間実質無利子化（ただし、２％を上限）
保 証 料：復旧及び資金繰り安定化のための借入金について債務保証を当初５年間免除

３ 支援対象者
以下の（１）及び（２）の要件を満たす者
（１）被災林業者であること（罹災証明書等の市町村長による被災の証明を受けていること）

    （２）保証料免除については、激甚災害であること

４ 問合せ先
日本政策金融公庫相談窓口 ０９６－３５３-３１０４

国事業

９
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運転資金や施設復旧資金を借りたい

漁業経営基盤強化金融支援事業
全国漁業信用基金協会保証事業

１ 事業内容
    ・被災漁業者の事業維持・継続のため、金融機関を通じて資金を借入れした場合に金利負担を軽減する。

・被災漁業者の事業維持・継続のため、金融機関を通じて資金を借入れした場合の保証料負担を軽減する（激甚災害
に指定された場合に、本事業の対象災害として指定される見込み）。

２ 支援内容
金利負担：漁業近代化資金、農林漁業セーフティネット資金、農林漁業施設資金等の借入金について

当初５年間実質無利子化（ただし、２％を上限）
保 証 料：漁業近代化資金の借入れ時の債務保証に係る保証料について当初５年間免除

３ 支援対象者
以下の（１）及び（２）の要件を満たす者
（１）被災漁業者であること（罹災証明書等の市町村長による被災の証明を受けていること）

    （２）保証料免除については、激甚災害であること

４ 問合せ先
農林漁業セーフティネット資金、農林漁業施設資金について：

日本政策金融公庫相談窓口 ０９６－３５３-３１０４
漁業近代化資金について：

農林中央金庫熊本支店 ０９６－３５３－１１４８

国事業

10
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運転資金を借りたい

農林漁業災害対策資金（令和７年８月大雨被害分）

１ 事業内容
    被災農業者の事業維持・継続のため、金融機関を通じて運転資金を借入れした場合に金利負担を軽減する。

２ 支援内容
対象資金 ：農林漁業災害対策資金（令和７年８月大雨被害分）
資金使途 ：運転資金
取扱金融機関：農業協同組合、農林中央金庫並びに知事が指定した銀行、信用金庫及び信用協同組合
貸付限度額 ：1,000万円
償還期間 ：10年以内（うち据置期間3年間以内）
利率 ：農業近代化資金の基準金利（R7.10.7時点で3.35％）

ただし、県、市町村、金融機関が５：２：３の割合で利子補給を行うため、貸付当初５年間は
実質無利子（県の利子補給は２％を上限）

その他 ：令和８年３月３１日までに利子補給承認を受け、令和８年６月３０日までに融資実行すること

３ 支援対象者
令和７年８月の豪雨で被災した農林漁業者（被害を受けていることについて市町村長の証明書が必要）
収入保険等のセーフティネットに加入又は今後の加入誓約が必要

４ 問合せ先
熊本県農林水産部 団体支援課

０９６－３３３－２３７１

県補助事業

11
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玉名市役所　農業政策課　担い手支援係
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